
宮崎県育英資金緊急採用制度のおしらせ

宮崎 県育英 資金 緊急採 用 制 度 とは …

年度途中、主たる生計維持者の失職や勤務先・事業の倒産等が発生し、
緊急に育英資金の借入れの必要が生じた方を対象とする制度です。

新型コロナウイルス感染症による影響を受けた場合も申請をすることが
できます。

※ 次の①～③に該当する必要があります

① 高等学校 (中 等教育学校の後期課程および特別支援学校の高等部含む)、 高等専門学校、
大学 (短期大学含む)ま たは専修学校 (高 等課程または専門課程)に 在学している方

② 本人の主たる生計維持者 (保 護者)が県内に住んでいる方

③ 経済的理由で修学が困難な方 (学 力及び家計の基準があります)

学力の基準 勉学に意欲があり、高等学校又は大学等の課程を確実に修了できる見込みがあること

家計の基準 収入が減 じた後の本人の属する世帯の収入の年額が、宮崎県育英資金で定める「収入基準額」

以下であること (下 記参照 )

家計 の基準 の 目安
※

※ 家族構成や収入状況、学校種別により異なります。あくまで目安としてください。

な お、過 去 に、宮崎 県育 英資金 の貸与 を受 けた方 や 、他 に貸与 型の奨学金 制度 利用 を考 えて い る

方 は、場合 に よ つては採用 で きな い こともあ ります ので、事前 に御相談 くだ さい。

貸与月額の例 (最高月額の場合 )

高等学校 。高等専門学校・専修学校高等課程

短期大学・専修学校専門課程

宮崎県育英資金は、貸与終了後に必ず返還が必要です。
必ず給付型の修学支援制度※と併せて御確認ください。
※ 代表的な修学支援制度

高等学校等の場合…就学支援金 (授 業料の支援。年収 目安 910万円未満の世帯が対象 )

奨学給付金 (授 業料以外の支援。非課税世帯等が対象 )

大 学 等 の 場 合…国の修学支援新制度

大

給与収入のみ (収 入総額 ) 665 万 円 以 下 742万 円 以 下

事業所得のみ (所得額 ) 291 万 円以 下 345万 円 以 下

国公立 18,000円 23,000円
私  立 30,000円 35,000円

国公立 44,000円 50,000円
私  立 53,000円 63,000円

国公立 44,000円 50,000円
私  立 52,000円 59,000円

問合世先…宮崎県教育庁財務福利課育英資金室 (電話10985-32-4472)


